
交通手段が車の場合

（１）高速代

自動的にＥＴＣの値段を自動算出するが、

違う場合は高速代差額で補う

⇒入力されていない場合、

そのままの金額で清算します。

（２）ガソリン代

ガソリン代を自動計算した部分と

食い違う可能性が高い。

⇒自動計算が実際より多い場合そのままでＯＫ

⇒自動計算が実際より少ない場合は、

１）領収書を提出

２）月のガソリン代が領収書と合うように、

ガソリン代差額に入力する

（３）駐車場代

入力した金額通りの領収書を提出してください。

交通手段が車の場合の、高速代・ガソリン代・駐車場代の入力


